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ははじじめめにに 
本報告は静岡市葵区の谷津山(やつやま、標高

107m)山頂にある高さ50m、60mの2基の旧

NHK静岡放送局のラジオ放送用アンテナ鉄塔 1)

(図1)を取り上げる。草創期のNHK庁舎 2)はい

くつか残っている一方で、同時期のNHKラジ

オ放送を送信したアンテナ鉄塔は管見の限りここ

にしかない。文化財に指定･登録されてはいない

が、唯一残った通信･放送遺産であり、産業遺産

と評価することもできよう 3)。奇しくも今年

2025年はNHKラジオ放送開始から100周年を

迎える節目の年であり、こうした観点からもこの

遺産を位置づけてみたい。

図1 アンテナ鉄塔の 1基（2024.12.8報告者撮影）

本報告は3つの視点からこの鉄塔の価値を検

討したい。第一に通信・放送遺産の価値であり、

これについては四方田が報告する。第二に「塔博

士」と呼ばれた内藤多仲遺産としての価値、第三

にその塔の建設技術をめぐる価値である。第二、

第三の価値については阪東が報告する。

11..通通信信・・放放送送遺遺産産ととししててのの価価値値 
2025年はラジオ放送開始から100周年を迎え

たが、このアンテナ鉄塔は、静岡放送局(JOPK)
が放送を開始した1931年に完成したため、94
歳を迎える。

日本のラジオ放送は1925年にまず三大都市

(東京･大阪･名古屋)に放送局が設置されて始まる

が、1930年以降、日本放送協会は地方都市に

「小電力局」を多数設置する方針を示し 4)、静岡

放送局はその一つとして設置された。これは、放

送局ごとに混線するという課題があったものの、

当時真空管を使わない安価な鉱石ラジオでも聴取

できるようにするためであったと言われる(当時

「全国鉱石化」とも呼ばれた)。
ただし地方局だけでは番組制作には限界があり

多様な放送を用意することが難しかったため、こ

の静岡放送局は東京放送局が制作した番組にかな

り依存しなければならなかった。東京からの放送

を江尻(現静岡市清水区)まで逓信省の設置した長

距離電話用の装荷ケーブルで、そしてそこから分

岐させたケーブルで放送局まで送ったうえで、こ

の鉄塔のアンテナから電波として送信していた 5)。
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このケーブルがまず東京から神戸間に敷設され、

静岡もその途上に位置したことから実現できた

のである(つながっていないほかの放送局へは

無線で送った)。逆に言えば、地方局の中央依存

体質はここから始まったとも言える。

図2 1931年当時の静岡放送局舎と山上の鉄塔 6)

通常の場合、放送局が移転したりすると、局舎

の建物のみが残り、こうしたアンテナ鉄塔は残ら

ないことが多い。しかし静岡では逆に局舎は残ら

ず鉄塔のみが残っている。この違いはアンテナ鉄

塔と局舎の位置関係が影響したと考えられる。当

時の一般的な放送局では放送局舎があり、それを

挟むように高さ数十mの鉄塔が2基設置され、

放送局舎から鉄塔先端間に張られた水平ワイヤー

に向かい電線が張られていた。この方式自体は静

岡放送局でも違わないが、当時同放送局を撮影し

た写真(図2)によると、山の麓の平地に放送局が

あり、そこから谷津山山頂の鉄塔間ワイヤーまで

電流を送る電線が伸びていたようだ。その後局舎

が壊されても、そこから離れていた鉄塔だけ残る

一因になったと考えられる。

この鉄塔は、立地した谷津山山頂付近が平坦で

はないためか、50m、60mと高さに差があるこ

とも特徴である。当時アンテナはできるだけ高い

ところに設置することが望ましいとされた。そし

てアンテナの長さは電磁波の波長(周波数)と関係

している。1920年代半ばまで世界規模の長距離

通信に使われた長波、そして当該AM放送の中

波は周波数が小さく(数十～数百kHz)、それと反

比例で波長λは長くなる。そのため針尾(長崎県

佐世保市)･依佐美(愛知県刈谷市)などの長波の通

信所では、世界に届くようきわめて高い塔を建設

し、その間に張られたアンテナ線も長くする必要

があった(λの4分の1の長さのアンテナが最も

効率的に送信できると言われる)。AM放送が分

類される中波の場合、先述の長波ほどのアンテナ

の長さ(敷地の広さ)や塔の高さは不要だが、それ

でも数十mの自立式鉄塔が必要であると考えら

れ、当時建設には困難を伴った。そして鉄塔間の

アンテナが波長の4分の1に相当していたと推

定される。また電磁波の輻射を効率的に行うため

に鉄塔間の地上にカウンターポイズを設置した

り、その地下に銅線を埋め込んだりする必要もあ

った 7)。したがって放送局が移転したりすると、

アンテナや周辺設備が無用の長物となり、放送局

舎近くにあった場合、これらすべてが撤去されて

しまうことは想像に難くない。

本節の最後にもう1つの幸運にも言及した

い。それは静岡放送局が1960年代に局舎を移転

した際、局舎と鉄塔を東海大学が買い取り、前者

は同短期大学の敷地としたことである 8)。東海大

学創立者は松前重義である。逓信省に勤めたこと

もある松前は通信に造詣が深く、東海大学は戦後

いち早くFM放送を利用し通信教育にも乗り出

すほどであった(現エフエム東京)。松前率いる東

海大学がこのアンテナ鉄塔をラジオに代わる別の

用途に再利用しようとしたのである。それが

「(このアンテナを利用して：引用者)漁海況水産

情報のファクシミル通信施設を設置して、全国の

漁業協同組合や船主の応援により海湾放送を実

施」9)することである。これは旧来のAM放送の

中波ではなく短波ではあったが、東海大学がこの

アンテナ鉄塔の延命に貢献したことになる。

こうしてピースがすべて揃った。ラジオ放送草

創期のアンテナ鉄塔のうち現存する唯一のものと

いう価値。静岡のみ鉄塔が放送局から離れていた

という第一の偶然。その後アンテナが不要になっ

た際、通信の研究・利用が活発だった東海大学が

買い取り第二の人生を歩めたという第二の偶然。

この2つの幸運が重なり、この鉄塔を延命させ

たと言えよう。その意味でAM放送から短波に

至る無線放送・通信史が詰まった遺産でもある。

22..内内藤藤多多仲仲遺遺産産ととししててのの価価値値 
鉄塔の設計は内藤多仲が行った 10)。東京タワ

ーなどの「タワー六兄弟」を設計して「塔博士」

と呼ばれた内藤は、建築家としての最初期の活動
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は、鉄筋コンクリート造の建物の構造計算を中心

に行っていた。塔の設計に関わった最初の仕事

は、1925年の東京放送局の鉄塔(現存せず)建設

からであった。 
 芝浦製作所の嘱託だった内藤は、日本放送協会

の岩原謙三会長から依頼を受けて設計した 11)。

鉄塔建設未経験の内藤は米国無線工学会誌を参考

にした。外力(風圧･アンテナの張力)を考慮し、

鉄塔と鋼材の形状を決めた。鉄塔の形状は、四角

形より三角形の方が受ける風圧が少なく、力学的

にも十分であり、経済的でもあるので、三角形を

採用した。鉄塔の上部はなるべく幅を小さくし

て、基部は安定させるために、途中からカーブさ

せて幅を大きくした。鋼材の形状は、丸鋼よりも

強度のあるアングル材(Ｌ字型)を選んだ。さら

に、ペンキの塗り替えの手間を省くため、鋼材は

事前に亜鉛でメッキした。向かい合う鉄塔の配置

は、アンテナを張る方向は三角形の頂点のほうに

引くほうが良いため、三角の角を内側にして向き

合うように配置した 12)。 

 
図3 アンテナ鉄塔の設計図 13) 

 その後、地方都市に放送局が新設された際も、

内藤は鉄塔と放送局舎を手掛けた。各放送局の鉄

塔は全て自立式三角型(図3)が採用された 14)。お

そらく標準設計が用いられたと考えられる。 
 静岡放送局の鉄塔は、内藤が後に塔博士と呼ば

れるようになるために塔建設に関する経験を積ん

だ最初期の実績かつ現存する数少ない価値ある構

造物といえよう。 
 
33..建建設設技技術術ををめめぐぐるる価価値値  

 鉄塔の施工は巴組鉄工所(現在は巴コーポレー

ション)である。西側の鉄塔下部に銘板(図4)がつ

いており確認できる。なお鋼材にはSのロール

マークが見られ、八幡製鉄所の鋼材が使われてい

る。巴コーポレーションは、現在も鉄塔や橋梁な

どを手掛ける建設会社である。 

 
図4 アンテナ鉄塔の銘板（2024.12.8報告者撮影） 

 巴組鉄工所は野澤一郎が設立した。野澤は、

1888年に栃木県上三川町に生まれ、真岡中学を

卒業後、東京高等工業学校機械科を経て、千代田

瓦斯に勤務した。研究熱心な野澤はガス器具の特

許を多数取得し、1914年に独立して東京･月島に

巴商会(機械工具販売業)を始め、1917年には巴

組鉄工所を設立して石油タンクなどの製造に乗り

出した。1923年の関東大震災では木造の電柱の

多くが火災で焼失したため、鉄柱の将来性を感じ

て、鉄柱「巴ポール」の製造に乗り出した。当時

は東京の郊外に私鉄が建設された時期でもあり、

鉄道の電車線支持柱を請け負った。その後は電力

会社の高圧送電線用鉄塔 15)や無線鉄塔を専業と

する鉄塔製造会社になり、静岡放送局の鉄塔は、

同社が手掛けた最初の無線鉄塔であった。代表的

な施工事例では、1941年に千葉県船橋市に建設

した海軍無線電信所船橋送信所の短波無線鉄塔(6
基･高さ180m･1971年解体)が知られている 16)。 
 鉄塔のトラス技術を活かし、1933年からは格

納庫建設にも進出した。1929年、三井物産がド

イツ･ユンカース社の組立式格納庫を輸入し、巴

組が建設し、陸軍に納入しようとした。しかし、

当時は国策で国産品を奨励しており、権利使用料

も高かったため、導入を諦めた。ところが、技術

者でアイデアマンでもあった野澤はドイツ製品の

研究と分析を行い、1932年には自社独自の工法

「ダイヤモンドトラス」を生み出すことに成功し

た。ダイヤモンドトラスは、立体構造の基本形を
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安定した三角形に求めて、これを組み合わせて菱

型として、曲面を構成していく工法であった。無

足場組立法により工期を短縮できるほか、大空間

を無柱かつ無梁で構成できた。野澤はダイヤモン

ドトラスで1938年に恩賜記念賞と発明協会大賞

を受賞した。終戦までに国内外の飛行場や陸海軍

の施設に計約170棟が納入された。 
 同社のダイヤモンドトラスを用いた格納庫は、

旧昭和飛行機格納庫(東京都昭島市･現在はモリパ

ークのインドア テニスコート)などが現存してい

るほか、東京書籍王子工場(東京都北区･1935年

完成･2015年解体)や旧気球連隊第二格納庫(千葉

市稲毛区･1934年完成･2020年解体)は取り壊さ

れたが、その後部材の一部が保存され、博物館で

企画展 17)が開催されるなど、技術遺産としての

価値に注目が集まっている。 
 静岡放送局の鉄塔は、巴組鉄工所の技術的発展

の礎になり、その後の製品の高度化と多様化に大

きな役割を果たした。当初の鉄道の電車線支持柱

から、その後の高圧送電線用鉄塔や無線鉄塔、そ

してダイヤモンドトラスを用いた格納庫建設に発

展していく過渡期の作品ともいえよう。また、同

社が最初期に施工した現存する構造物という点も

忘れてはいけない。 
 

謝辞 本学会員で元 NHK ディレクターの村上裕

康氏からの情報なくして本報告は実現しなかった。

この場を借りて感謝申し上げたい。 
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軍気球連隊と第二格納庫―知られざる軍用気球のあ

ゆみと技術遺産ダイヤモンドトラス―」が行われた。
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2025.07.26 産業遺産学会研究会

文化財保護法と周知の埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地としての
「旧門司駅舎跡」

熊本県阿蘇草原再生・世界遺産推進課
学芸員 安部和城

『旧門司駅舎跡保存問題』を
理解するための前提と課題の整理

次第
１.前提 文化財保護法と周知の埋蔵文化財包蔵地

・埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について
→文化庁平成10年通知

・発掘調査の目的と方法 保存目的調査と記録保存調査
→地方分権一括法関係についての整理は今後の課題

２. 北九州市の「周知の埋蔵文化財包蔵地」と
旧門司駅舎跡における「包蔵地」の範囲
・包蔵地範囲決定の根拠と解釈の矛盾（個人的解釈）

３. 「旧門司駅舎跡」包蔵地内外で予想される
遺構の広がり

４. 問題点の整理

旧門司駅舎跡の内容と保存問題の概要に関する論考一覧
本日は遺跡の内容や評価に関しては触れませんので、

下記の論考をご覧ください
遺跡の学術的な論考（安部の講演や展示資料等を除く）
清水憲一 2024a「初代門司駅関連遺跡」の価値づけ について」 『九州産業
遺産研究会報』第37号九州産業遺産研究会
清水憲一 2024b「産業遺産「初代門司駅関連遺跡」の価値づけ」『産業遺産
学会2024年度全国大会(倉敷市・笠岡市)研究発表会予稿集』 産業遺産学会
安部和城 2025 「旧門司駅舎跡の歴史考古学的研究」『産業遺産学会誌』
第162号 産業遺産学会
遺跡の保存問題に関係する論考
佐藤浩司 2024 「北九州市門司港地区で検出した明治期鉄道遺構の学術的
価値と懸念される諸問題」『令和6年度九州考古学会総会研究発表資料集』 九
州考古学会
福島綾子 2025 「初代門司駅遺跡の保存問題」『明日への文化財』92号 文化
財保存全国協議会
溝口孝司 2025 「初代門司駅遺跡保存へのイコモスの取り組み：経緯と批
判的検討」『産業遺産学会2025年度（第49回）総会シンポジウム資料』産業
遺産学会
安部和城 2025 「旧門司駅舎跡の発掘調査成果と保存問題の現状・課題」
『年報 首都圏史研究』第14号 首都圏形成史研究会（刊行予定）

文化財保護法とその理念

（この法律の目的）
第１条

この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、も
つて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩
に貢献することを目的とする。

（政府及び地方公共団体の任務）
第３条

政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等
の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、
将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識
し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ
てこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

いわゆる「遺跡」が存在するエリア
周知の埋蔵文化財包蔵地とは「文化財保護法」より
第９３条第１項
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、
古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されてい
る土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）

（埋蔵文化財包蔵地の周知）
第９５条第１項
国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、
資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置
の実施に努めなければならない。
第２項
国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言
その他の必要と認められる援助をすることができる。

埋蔵文化財包蔵地の把握と周知について
埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲を的確に把握し、これに基
づき保護の対象となる周知の埋蔵文化財包蔵地を定め、これ
を資料化して国民への周知の徹底を図ることは、 埋蔵文化財
の保護上必要な基本的な重要事項である。周知の埋蔵文化財
包蔵地は、法律によって等しく国民に保護を求めるものであ
るから、その範囲は可能な限り正確に、かつ、各地方公共団
体間で著しい不均衡のないものとして把握され、適切な方法
で定められ、客観的な資料として国民に提示されなければな
らない。
なお、埋蔵文化財とする範囲は、今後の発掘調査の進展に
よる新たな発見や調査事例 の蓄積、研究の進展により変化す
る性格のものであるので、上記の基準は適宜合理的に見直す
ことが必要と考えられる。

文化庁平成10年通知（1998年9月29日付）
埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について

PDF公開されています
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/pdf/hokoku_03.pdf

熊本県阿蘇草原再生・世界遺産推進課
　　　　　　　　　　　　　安部和城

文化財保護法と周知の埋蔵文化財包蔵地
埋蔵文化財包蔵地としての 「旧門司駅舎跡」
『旧門司駅舎跡保存問題』を 理解するための前提と課題の整理
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平成10年通知における
埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則

1）おおむね中世までに属する遺跡は、原則として対象とす
ること。

2）近世に属する遺跡については、地域において必要なもの
を対象とすることができること。

3）近現代の遺跡については、地域において特に重要なもの
を対象とすることができること。

旧門司駅舎跡は近代遺跡として調査対象となった時点で、
「地域において特に重要なもの」という価値付けがなされ
ていることになる。
明治時代だけを調査対象としたということは、門司の歴史
にとって「明治時代だけが特に重要なもの」と判断したこ
とになる。→他の時代は記録保存すら必要ないということ。

発掘調査の目的と方法
保存目的調査と記録保存調査

保存目的調査
地域の歴史や文化を理解するうえで重要な遺跡を対象に、
その現状保存をめざして、遺跡の内容や範囲を把握するた
めにおこなう発掘調査である。
保存目的調査では、目的の達成のために必要な最低限の掘
り下げにとどめることを原則とするなど、発掘調査による
埋蔵文化財の解体を最小限にすることが重要である。

文化庁・奈良文化財研究所 編 2013
『発掘調査のてびき -集落遺跡発掘編-』より

発掘調査の目的と方法
保存目的調査と記録保存調査

記録保存調査
開発事業との調整の結果、現状のまま保存を図ることがで
きないと判断された埋蔵文化財について、その記録を作成
するために実施する。
遺構を完掘することが前提であり、遺跡のもつすべての情
報を適切に得る必要がある。ただし、発掘作業開始後に、
試掘・確調査では予測できなかった重要な埋蔵文化財であ
ることが判明した場合は、開発事業を計画または実施する
機関等（以下「事業者等」という。）と再調整をおこない、
現状保存を模索する。
現状では、埋蔵文化財行政において記録保存調査の果たす
役割はきわめて大きく、行政目的でおこなわれる調査全体
の9割以上を占めている。
文化庁・奈良文化財研究所 編 2013『発掘調査のてびき -集落遺跡発掘編-』より 北九州市都市ブランド創造局 総務文化部 文化企画課 埋蔵文化財包蔵地マップより

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9365505083d14188b4a714778c8c84c3

２.北九州市の「周知の埋蔵文化財包蔵地」

２. 旧門司駅舎跡における
「周知の埋蔵文化財包蔵地」範囲

北九州市都市ブランド創造局 総務文化部 文化企画課 埋蔵文化財包蔵地マップより
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9365505083d14188b4a714778c8c84c3

2代目門司駅
門司港駅

旧門司税関

第一船溜り

九州鉄道本社
鉄道記念館

旧門司駅舎跡 開発範囲と調査区と包蔵地

黄線：公共施設開発範囲
赤線：周知の埋蔵文化財包蔵地「旧門司駅舎跡」
赤エリア：発掘調査をした範囲

Google mapより
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↑門司港地域複合公共施設整備事業
〔公共事業評価事前評価2〕資料より

←北九州市都市ブランド創造局
総務文化部文化企画課

埋蔵文化財包蔵地マップより

複合公共施設の用地範囲と
周知の埋蔵文化財包蔵地
オレンジ範囲：埋蔵文化財包蔵地
赤線：建設用地
青線：発掘調査範囲

包蔵地範囲決定の根拠
「旧門司駅舎跡」の包蔵地範囲を決めるための試掘

第１回目：2023(令和5)年 3月
１次調査の範囲が決まる（水色枠）

第２回目：2023(令和5)年 4月
２回目試掘の範囲は遺跡なしとされる

村上さとこ氏開示資料より

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
決
定
は
令
和
5
年
5
月

第1回試掘：５トレンチ 第２回試掘：６トレンチ

試掘で確認された所見の矛盾１
第1回試掘では黄色層（黄橙色粘質土）を整地層（人為的に埋立た層＝遺構）と
判断したのに対し、第２回試掘では埋土（遺構ではない何か）と判断したこと。

村上さとこ氏開示資料より

試掘で確認された黄色層（黄橙色粘質土）は、既に第一回目試掘において指摘
されていたように「整地層」、発掘調査所見として言えば「門司港の埋立土」
＝遺跡である可能性は濃厚。つまり全域に存在する。

試掘判断の矛盾２

築港以前の堆積土

築港の埋立土

第２回試掘：６トレンチ

築港の
埋立土

築港以前の
堆積土

赤：黄色層（黄橙色粘質土）が
確認されたトレンチ

白いトレンチは確認不可の部分

明治時代の門司駅と包蔵地範囲(赤)
３. 包蔵地内外で予想される遺構の広がり

近現代各時代の
遺構は周囲に
残存している
可能性は高い

大正時代の門司駅と包蔵地範囲(赤) 大
正
時
代
以
降
は
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

『大正期鐵道史資料 第Ⅱ期 第5巻 軍事輸送記録』 「大正三四年戦役鉄道輸送記
録（九州鉄道管理局）」より
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昭和時代の門司駅と包蔵地範囲(赤)
・文化財保護行政の問題
→首長部局移管の弊害→開発におもねる文化財部門
→埋蔵文化財担当(管理職含)の正規学芸員の異常な少なさ
→芸術文化振興財団：2名 文化企画課：４名
→政令指定都市人口90万で考古学6名しかいない

・試掘結果の恣意的解釈
→初回と２回目以降の判断が真逆
→事前の調整不足と見識不足

・文化財専門職の怠惰・保身・冷笑
→何が遺跡で何が遺跡でないのかという判断をする責任
→記録保存という文化財の破壊行為に対する責任感の欠如
→「行政上の措置」を免罪符にした思考停止

４. 問題点の整理①

・埋蔵文化財行政のルールは日本全国同じ
→ただし、運用レベルは、自治体によって異なる
→つまり、今回「旧門司駅舎跡」で起きたことは、どこで
も起こりうることであり、これまでも起きてきた。

・埋蔵文化財や文化財の保護は、行政に身を置く専
門職員の類まれなる努力によって維持されてきた

・適切な運用がなされない場合、判断の根拠がブ
ラックボックスと化してしまい、それを確認して
いる間に遺跡は消滅する。
→数十年で消える一部の人が利益を得るための開発によっ
て、重要な文化財/遺跡が記録保存の名の下で消滅する。

・北九州市の文化財保護行政システム全体とこれま
での保存問題を検証する必要性がある。

４. 問題点の整理② 埋蔵文化財行政・考古学・遺跡保存問題に関する書籍

こ
の
他
に
北
九
州
市
で
の

過
去
の
遺
跡
保
存
問
題
が

考
古
学
雑
誌
の
過
去
号
に

掲
載
さ
れ
て
い
る

過
去
の
保
存
問
題
も
集
成

す
る
必
要
が
あ
る

ご清聴ありがとうございました

下関市綾羅木郷遺跡を護るために
ブルドーザーに立ち向かう人々の姿は
現在もなお、我々を導いている。
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